
 

公共事業に関する提言 
 

 公共事業を円滑に推進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講

じられたい。 

 

１．国土強靱化、防災・減災対策の加速及び地域経済の活性化のため、都市基

盤の計画的かつ着実な整備に必要な公共事業予算を安定的に確保するととも

に、人材確保を含めた施工確保対策を講じること。 

 

２．社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金については、地方の計画的

な事業執行に支障を来すことのないよう十分な予算を確保し、適切に配分す

ること。 

  また、重点配分対象事業については、都市自治体の実情に即したものとす

ること。 

  さらに、両交付金制度については、都市自治体の意見を十分に踏まえ、対

象事業の拡大、採択基準の要件緩和及び事務の簡素化などにより活用しやす

い仕組みにすること。 

 

３．公共施設等の老朽化対策については、防災・安全交付金等に加え、地方財

政措置による十分な支援を講じるとともに、必要な技術的支援を行うこと。 

  特に、公共施設等の集約化・複合化、転用及び除却に係る財政措置を拡充

するとともに、公共施設等適正管理推進事業債については、期間を延長する

こと。 

 

４．公共事業用地及び代替地取得を円滑に推進するため、譲渡所得に対する特

別控除額の引上げ、収用適格事業における施設設置者の追加及び農地の納税

猶予制度の拡充など税制上の優遇措置を充実すること。 

 

５．公契約において、適正な労働条件や品質が確保されるよう実勢価格を反映

した公共工事設計労務単価を設定するなど必要な措置を講じること。 

 

 



 

６．新型コロナウイルス感染症対策関係 

（１）低迷した地域経済を回復させるためには、公共事業による景気の下支え

が必要であることから、道路網の整備、国土強靱化など社会資本整備を強

力に推進し、地域経済の活性化を図ること。 

   また、平成 21 年度に経済危機対策として実施された地域活性化・公共投

資臨時交付金と同様の支援を講じること。 

（２）公共事業の工期の延長等が生じた場合、国は、必要な財政措置を講じる

こと。 

   また、国庫補助事業等において、工事用資材の納入遅延等による繰越の

可能性があることから、繰越手続きについては、柔軟かつ弾力的な対応を

行うこと。 

（３）公共施設等の集約化・複合化などの実施に当たっては、市民との合意形

成に時間を要すること等が懸念されるため、公共施設等適正管理推進事業

債の期間を延長するとともに、財政措置を拡充すること。 

  


